
６
月
７
日
、
市
長
が
「
行

財

政

改

革

計

画

案

」

を

発

表
。
「
お
金
が
な
い
」
と
、

市

民

向

け

施

策

を

大

幅

に

切

り

捨

て

る

内

容

で

す

。

市

民

意

見

の

提

出

を

呼

び

か
け
ま
す
。

市

民

も

既

に

こ

れ

に

反

撃

。

９

日

の

市

議

会

教

育

福

祉

委

員

会

に

は

、
「

敬

老
乗
車
証
は
今
の
ま
ま
で
」

と

の

陳

情

も

出

さ

れ

、

井

上

議

員

が

、
「

こ

の

陳

情

に

寄

せ

ら

れ

た

市

民

の

声

を

尊

重

す

べ

き

」

と

、

市

の

姿

勢

を

質

し

ま

し

た

。

多

く

の

論

点

が

あ

り

ま

す

が

、

今

回

は

、
「

市

民

分

断

策

は

や

め

よ

、

財

源

は

あ
る
」
と
追
及
し
ま
し
た
。

●
井
上
議
員
の
質
問
＝
「
計

画

」

の

中

で

、
「

納

税

者

一
人
当
た
り
何
円
の
負
担
」

な

ど

と

、

歳

未

満

の

、

70

対

象

外

の

市

民

か

ら

の

税

金

が

含

ま

れ

て

い

る

と

強

調

さ

れ

て

い

る

。

保

育

料

に
し
て
も
国
保
に
し
て
も
、

保

護

者

や

被

保

険

者

以

外

の

市

民

の

負

担

云

々

と

、

い

か

に

も

制

度

対

象

者

以

外

の

市

民

が

余

計

な

負

担

を

強

い

ら

れ

て

い

る

よ

う

な

意

図

的

な

記

述

だ

。

ど

ん

な

制

度

で

も

、

払

っ

た

税

金

分

だ

け

見

返

り

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

こ

と

も

あ

れ

ば

、

払

う

税

金

よ

り

多

く

の

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

る

ケ

ー

ス

も

あ

る

。

そ

ん

な

こ

と

は

当

た

り

前

だ

。

○

市

幹

部

の

答

弁

＝

事

実

を

書

い

て

い

る

。

財

政

厳

し
い
。

●

動

物

園

の

運

営

費

は

入

場

料

だ

け

で

賄

う

か

。

市

長

の

給

料

や

退

職

金

は

市

長

の

払

う

税

金

で

賄

う

の

か

。

税

金

は

、

一

旦

、

市

の

財

布

に

入

り

、

そ

こ

か

ら

必

要

な

支

出

に

充

て

ら

れ
て
い
く
。

●

動

物

園

は

、

行

か

な

い

市

民

に

と

っ

て

も

、

そ

の

存
在
自
体
が
文
化
の
象
徴
。

保

育

料

は

保

護

者

の

利

益

だ

け

で

は

な

く

、

将

来

の

社

会

全

体

の

利

益

。

敬

老

乗

車

証

で

言

え

ば

高

齢

者

の

外

出

や

社

会

活

動

は

文

化

の

バ

ロ

メ

ー

タ

ー

。

施

設

や

制

度

の

利

用

者

だ

け

の

「

益

」

で

は

な

い

。

社

会
全
体
の
益
だ
。

●

税

金

や

社

会

保

障

、

一

般

に

財

政

は

、

資

源

配

分

や

所

得

移

転

機

能

等

と

言

わ
れ
る
。
狭
義
の
「
利
益
」

な

る

も

の

と

負

担

を

対

応

さ

せ

よ

う

と

す

る

の

は

市

場

原

理

の

考

え

方

。

国

民

の

権

利

を

国

家

が

義

務

と

し

て

保

障

す

る

と

い

う

公

的

部

門

の

仕

組

み

と

は

全

く

別

次

元

の

話

。

市

場

原

理

を

公

共

に

持

ち

込

も

う

と
す
る
こ
と
は
間
違
い
だ
。

○

市

民

分

断

と

の

つ

も

り

は
な
い
。

●

客

観

的

に

は

そ

う

な

っ

て

い

る

。

自

民

公

明

政

府

の

自

治

体

イ

ジ

メ

政

策

へ

の

批

判

が

必

要

だ

。

高

額

所

得

者

の

市

民

税

を

以

前

の

税

率

に

戻

せ

ば

～

80

90

億
円
の
増
収
が
得
ら
れ
る
。

○
そ
れ
は
財
政
当
局
の
話
。

こんにちは、

日本共産党井上けんじです

日本共産党南地区委員会5 371-9164 自宅5 (F 兼)691-3323 （携帯） 090-7880-9442

日本共産党京都市会議員団 5２２２－３７２８ FAX ２１１－２１３０

市会議員団ホームページ http://cpgkyoto.jp/ E-mail info@cpgkyoto.jp ２０２１年６月２０日

対象者を1/3も追い出す計画!?
＝市長の敬老乗車改悪案

市長の「改革案」では、

①交付開始年齢の段階的引上げ、

②所得７００万円以上の市民を対象外に、

③利用者負担額の引き上げ、

の三点が予定されています。材料が足らず、

概算ですが、井上議員の試算では、ざっと、

２０億円もの削減、何と、対象者を１／３

も追い出す計画ということになりそうで

す。詳細は改めてご紹介します。

財源についての反論の一端

◎「お金がない」の実際について、もっと

精査が必要。最悪の場合を考えているか

らかどうか、今後の、収入を過少に、支

出を過大に見積もっているフシがある。

◎「財政危機」が本当だとしてもそれは市

長の責任で市民には何の責任もない。

◎市内高速道路など、無駄な大型事業の反

省と総括がない。今になってそのツケが。

◎国の法人税減税が市の法人市民税の減収

に連動しているのに国に追随。

◎国から地方自治体へ来る地方交付税交付

金というお金がどんどん減らされている

のに、国への要望は全然腰が座らない。

◎高額所得者の市民税を所得にふさわしい

税率にすれば、もっと増収が可能。

◎市の負担の見積もりが全く不明なのに北

陸新幹線は「推進 !!」一路。
◎油小路通りの地下にトンネルバイパスを

掘ろうと計画。一体いくらかかる !?
◎パソコンをお持ちの方は、党市議団 ⇒

井上けんじの「コラム」や「議会論戦」「議

会報告ニュース」の欄などをご覧下さい。

市
長
の
、
市
民
施
策
切
り
捨
て
案
に
対
し
、

市
民
意
見
を
出
そ
う

市
民
を
分
断
す
る
の
は
や
め
よ

高
額
所
得
市
民
の
市
民
税
を
以
前
の
税
率
に
戻
せ
ば
増
収
が
可
能

市政報告会

「財政改革計画」について

６月２５日（金）夕６時半～
（於）唐橋公民館
市民意見は FAX：２２２ -３２８３
郵送の場合は〒６０４－８５７１

中京区市役所行財政局財政室 宛


